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第３章 道の事務・事業に関する取組の実施状況 
 
道では、道が自ら排出する温室効果ガスの削減と道民や事業者の取組の促進を目的に

2021（R３）年３月に「第５期 道の事務・事業に関する実行計画」（計画期間：2021(R
３ ） ～ 2030(R12) 年 度 ） を 策 定 し 、 2030(R12) 年 度 に 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を
2013(H25)年度比 50％削減という目標に向け種々の取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 2023（R５）年度の温室効果ガスの排出量は、223,966 トン（CO２換算）。 

○ 基準年度から28.2％減少（88,170トン（CO２換算）減）。（図１５） 

○ 前年度から7.9％減少（19,219トン（CO２換算）減）。 

○ 二酸化炭素の区分別排出量は、基準年度に比べ、電気は69,341トン（CO2換算）減、重油は9,775

トン（CO２換算）減、ガソリン・軽油は7,651トン（CO２換算）減、灯油は1,869 トン（CO２

換算）減、熱供給は101 トン（CO２換算）減。（表５） 

 
 

 

概況 

図 15 道の事務事業における温室効果ガス排出量と削減目標との比較  
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（単位：トン（CO₂換算）） 表５ 2023(R5)年度の温室効果ガス排出状況
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○ 前年度からの削減量のうち、13,149 トン（CO２換算）【約 68％】が電気の使用

に伴う二酸化炭素排出量の減少によるものです。 

○ 主な減少要因としては、庁舎等の照明のＬＥＤ化、気象状況に応じたロードヒーテ

ィングの電気使用量変化、排出係数の低い小売電気事業者との契約増加等が影響し

たと考えられます。 

 

 

 

前年度からの主な増減要因 

 

○ 庁舎等への太陽光発電設備の導入 

・PPA※モデルによる太陽光発電設備の設置に向けた調整（１施設） 

※施設の屋根や敷地に事業者が太陽光発電設備を設置し、施設所有者が事業者と電力購入契約を締結

し、使用量に応じた電気料金を支払って、発電した電力を購入する方式 

・野立て型（地上設置型）PPA 実施可能性調査の実施 

○ 公用車（乗用車）の次世代自動車化 

  ・電気自動車（EV）と太陽光発電設備付きカーポートの導入（４振興局） 

○ 庁舎等における照明設備のLED化 

  ・施設の修繕や改修に合わせたLED化の推進 

○ 道有施設のZEB化 

  ・省エネルギー化に配慮した改修を行うとともに、改築にあたってはZEB化を推進 

 

令和５年度の主な取組 


